
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

公共交通事業者等の接遇向上に向け
た取組みについて

資料７



  

  
 



交通・観光分野の接遇ガイドライン・マニュアルの概要

■ユニバーサルデザイン2020行動計画（平成29年2月関係閣僚会議決定） （抜粋）

「交通・観光を含めた幅広い分野の企業が、様々な障害のある人が活躍しやすい環境づくりに向けて、経営者から現場の社員まで、一体と
なって「心のバリアフリー」に取り組むことが期待される。」

交通・観光分野における接遇の向上と職員研修の充実を図るために、平成30年度に接遇ガイドライン・マニュアルを公表。

序．ガイドラインの目的等
【目的】交通事業者による一定水準の接遇を全国的に確保し、高

齢者、障害者等の移動円滑化を推進
【対象事業者】鉄軌道、バス、タクシー、旅客船、航空事業者
【接遇対象者】高齢者、障害者等（ベビーカー使用者を含む）。

Ⅰ．接遇の基本
＊接遇の前提として身に付けるべき基本的な心構えや、「障害の社

会モデル」の理解等
Ⅱ．基本の対応

＊接遇対象者ごとに特性・困りごと等について整理するとともに、基
本的な接遇方法を記載。

Ⅲ．交通モード別の対応
＊交通モード別、特性別(高齢者/肢体不自由者・車椅子使用者/

視覚障害者/聴覚障害者/発達・知的・
精神障害者/内部障害者(ベビーカー
使用者を含む)、場面別に整理

Ⅳ．緊急時・災害時の応対
＊緊急時等における配慮事項と具体の

対応について記載
Ⅴ．PDCAを備えた体制の構築

＊ガイドラインに基づく教育内容を検証・
見直しするための体制構築のあり方を
記載

第１部：ユニバーサルツーリズムの必要性
＊ユニバーサルツーリズムの取組みを推進する必要性、基本事

項等を整理（３編共通)

第２部：障害を知る
＊障害種別ごとに、特性やコミュニケーションの基本を整理

（３編共通）
⇒ 肢体不自由・車いす使用／視覚障害／聴覚障害・言語障

害／ 知的障害・発達障害・精神障害／内部障害・難病・慢
性疾患／加齢に伴う障害／ その他（妊産婦・乳幼児連れ
の方・障害のある外国人旅行者など）／コラム：補助犬につ
いて

第３部：シーンごとの対応のポイント
＊業種ごとに、接遇が求められる現場

のシーンを想定し、障害種別ごとの
接遇のポイントを整理

１）宿泊施設編
２）旅行業編
３）観光地域編
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交通事業者向け接遇ガイドライン 高齢の方・障害のある方などをお迎えするための接遇マニュアル
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交通事業者向け接遇ガイドライン

• 記載例（３６ページ） 聴覚障害者、言語障害者
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交通事業者向け接遇研修モデルプログラムの概要

■ユニバーサルデザイン2020行動計画（H29.2 ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定）
交通事業者に行う研修について、障害のある人が参加し、座学に加えて実習を行うカリキュラム、研修教材となるよう
にする等の充実を図る。 平成31年3月 交通事業者による接遇研修充実のためのモデルプログラムを作成

①職場のバリアから考える接遇の心構え
「職場」のバリアを理解し「障害の社会モ
デル」の考え方について実際の接遇の場
面を通して理解します。

②法令や社会的背景から学ぶ「心のバリ
アフリー」の基本

障害に関する法令や障害の社会モデル
の考え方などを理解します。

③障害の特性と基本の接遇方法
高齢者、障害者等の特性と移動の際の
困りごとを理解し、コミュニケーションの重
要性を学びます。併せて、接遇介助の基
本について学びます。

④接遇ガイドラインに基づく接遇
各交通モードの場面別に接遇ガイ
ドラインに基づく接遇方法につい
て学びます。

⑤接遇方法の実技実習
具体的な接遇技術を実技演習に
よって習得します。

⑥障害の疑似体験
当事者の困りごとを疑似体験する
ことにより、どのようなサポートが
必要かについて気づきを得ます。

カテゴリ１：基本理念の理解

カテゴリ２：障害理解と接遇技術の基本

※効果的な障害者参画を図るため
障害当事者講師の紹介窓口、障害
者団体/企業リストを掲載

※自主学習にも使える副教材も付録
として掲載
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交通事業者向け接遇研修モデルプログラム

• 記載例（２８ページ）視覚障害者
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